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アクションプランについて 

 第２次安城市市民協働推進計画に引き続き、市民協働によるまちづくりを推進していくため、令

和６年３月に、令和 13 年度を目標年次とした計画期間を 8 年とする第３次安城市市民協働推進

計画を策定しました。 

 この計画期間において、社会経済環境や時代、市民ニーズ等の変化に対応しながら事業展開を

図っていくため、「推進事業」の部分について、毎年進捗状況を評価して見直しを行う「アクション

プラン」としてとりまとめています。 
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 第３次推進計画 施策体系 
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【基本方針５】 

マルチパートナーシップ 

の促進 
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と市との協働の更なる 
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4.団体同士の協働の促進 
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基本施策  推進事業（アクションプラン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★は今後重点的に取り組んでいく事業 

★多様な媒体や機会を通じた市民活動や市民協働等に関する情

報発信／団体の情報発信の支援／ボランティア活動に関する情

報発信  

市民活動事例や多様な主体による協働事例の発表会等の開催／

協働等事例集・チラシの発行/町内会に関する情報提供  
（２）地域活動・市民活動に関する 

理解促進 

（１）地域活動・市民活動に関する 

情報発信・共有 

 

市民協働等に関する情報発信や出前講座の実施/市民活動啓発

イベントの開催／子ども地域ボランティア活動の推進/被災地

ボランティア活動に対する支援／ボランティア体験プログラム

の開催 

（１）地域活動・市民活動への 

参加のきっかけづくり 

（２）地域活動・市民活動の担い

手づくり 

★職員向け市民協働研修の実施/職員の地域活動・市民活動へ

の自主的･主体的参加の推進 

 

（３）市民協働に対する市職員の

理解・参加促進 

市民活動入門講座の開催／シルバーカレッジの開催／ボランテ

ィア入門講座の開催     

（１）補助金など活動資金面の支援 

（２）団体の組織基盤整備に関す

る支援 

★市民活動補助制度の運用／市民協働推進基金の運用／町内会

補助制度の運用/民間助成制度に関する情報提供の実施／地域

福祉活動に関する助成制度の運用／ボランティア活動支援のた

めの助成実施  

スキルアップ講座の開催／市民活動団体運営支援/町内会運営

支援／ボランティア養成講座の開催 

防犯研究会の開催と犯罪抑止事業の実施／減災まちづくり研究

会の協働運営／生活困窮者に対する就労準備支援 など 

（１）地域団体や市民活動団体と

市との市民協働の推進 

公民連携事業など共創の推進／あんじょう SDGｓ共創パート

ナー制度の運用/高校生 SDGｓインタビュー事業の実施／マチ

ナカプレイスメイキング事業の実施／★若者等の参加、協働の

場・機会づくり「あんじょう協働リビングラボ」の実施 

（２）イノベーションとなる協働の場

や機会づくり 

（１）市民活動の拠点整備と支援機

能の充実 

ふれあい補償制度の運用／市民活動センターの相談・コーディ

ネート機能の充実と利活用促進／支援拠点施設同士の連携強化

／生涯学習ボランティアセンター・青少年ボランティア活動支

援センターの運営／アンフォーレの運営／地区公民館の運営／

ボランティア保険の周知と加入促進 など 

（２）地域課題解決につながる地域活

動・市民活動の支援 

団体同士がつながる交流会の開催／★町内会同士の課題や情報

共有、交流の促進／市民企画講座の充実／町内福祉委員会研修

会の開催／地域福祉活動を推進するための研修会の開催／生活

支援ネットワーク会議の開催  
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◆成果指標 

協働という言葉の認知度 

現状値 

【令和４年度（２０22年度）】 

 目標値 

【令和１３年度（２０31年度）】 

41.7％  47％ 

 

（１）地域活動・市民活動に関する情報発信・共有 

■ 推進事業（アクションプラン） 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 担当課 

（１－１－１） 

多様な媒体や機会を通じた市民

活動や市民協働等に関する情報

発信（★） 

広報あんじょう、生涯学習情報誌「あ
んてな」などの冊子、SNS、市民活動
情報サイトなどのウェブサイトを有効
に活用し、市民活動や市民協働等に関
する情報を発信します。 

また、多くの市民が集まるイベントな
どを活用し、市民活動に関するＰＲ等
を行います。 

市民協働課 

生涯学習課 

（１－１－２） 

団体の情報発信の支援 

団体がチラシや SNS 等を通じて自分
たちの活動を自ら発信できるように
支援します。また、活動をマスコミに取
り上げてもらえるようにするため、団
体が自らマスコミへ情報発信できるよ
う支援します。 

市民協働課 

■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 

（１－１－３） 

ボランティア活動に関する情報発

信 

社協だよりや社会福祉協議会公式ウェブサイトな

どを活用してボランティア活動に関する情報を発

信します。 

  

基本方針１ 地域活動・市民活動に関する理解促進 
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（２）地域活動・市民活動に関する理解促進 

■ 推進事業（アクションプラン） 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 担当課 

（１－２－１） 

市民活動事例や多様な主体に

よる協働事例の発表会等の開

催 

市民活動や、地域団体、市民活動団体、

事業者などの多様な主体による協働

事例の発表会、意見交換会等を開催し

ます。 

また、より多くの人にみてもらえるよう

に、発表内容を市公式ウェブサイト等で

公開していきます。 

市民協働課 

（１－２－２） 

協働事例集・チラシの発行 

市民協働に対する理解を深めてもらう

ため、団体同士や町内会と団体との身

近な協働事例を小冊子（事例集）やチラ

シなどに整理し配布します。 

市民協働課 

（１－２－３） 

町内会に関する情報提供 

町内会への理解促進や加入意義の周

知のため、活動の紹介など町内会に関

する情報提供を行います。 

市民協働課 
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◆成果指標 

市民活動・ボランティア活動に参加したことがある市民の割合 

現状値 

【令和４年度（２０２２年度）】 

 目標値 

【令和１３年度（２０31年度）】 

３５．６％  55％ 

 

（１）地域活動・市民活動への参加のきっかけづくり 

■ 推進事業（アクションプラン） 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 担当課 

（２－１－１） 

市民協働等に関する情報発信や出

前講座の実施 

市民協働等に関する情報発信や出前

講座を実施し、地域活動・市民活動へ

の参加のきっかけをづくりをします。 

市民協働課 

（２－１－２） 

市民活動啓発イベントの開催 

市民活動の紹介や意見交換など、市
民活動の魅力を紹介し、参加を促すた

めの啓発イベントを開催します。 
市民協働課 

（２－１－３） 

子ども地域ボランティア活動の推進 

地域団体等が主催するイベントや行事

等の運営に、小学生や中学生がボラ

ンティアとして参加できる仕組みづく

りを研究します。 

市民協働課 

（２－１－４） 

被災地ボランティア活動に対する支

援 

災害の発生した地域で行う災害支援

活動、復興支援活動及び被災地の復

興につながる交流活動を支援します。 

市民協働課 

■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 

（２－１－５） 

ボランティア体験プログラムの開催 

市内の地域福祉活動を知り、ボランティアを始

める機会を提供するために、ボランティア体験

プログラムを開催します。 

 

 

 

 

基本方針２ 市民協働の担い手づくり 



6 

（２）地域活動・市民活動の担い手づくり 

■ 推進事業（アクションプラン） 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 担当課 

（２－２－１） 

市民活動入門講座の開催 

市内で活動する市民活動団体の活

動内容を紹介したり、活動を実際に

体験したりする講座を開催します。 

市民協働課 

（２－２－２） 

シルバーカレッジの開催 

熟年世代を対象としたシルバーカレ

ッジを開催し、講座修了者がボラン

ティア活動や地域活動などの多様な

活動へ主体的に参加できるよう支

援します。 

生涯学習課 

■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 

（２－２－３） 

ボランティア入門講座の開催 

ボランティア入門講座や手話講座など、新たにボ

ランティア活動を行う人材を育てる講座を開催し

ます。 

 

 

（３）市民協働に対する市職員の理解・参加促進 

■ 推進事業（アクションプラン） 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 担当課 

（２－３－１） 

職員向け市民協働研修の実施（★） 

地域活動・市民活動や市民協働に関

する理解と参加を促すため、市職員

に必要とされる考え方や姿勢など

を学ぶ研修会を開催します。 

また、研修に適したハンドブックな

どを作成します。 

市民協働課 

 

（２－３－２） 

職員の地域活動・市民活動への自主

的・主体的参加の推進 

職員向けに、地域活動・市民活動に

関する情報を定期的・継続的に提供

し、自主的・主体的参加を促します。 

また、ボランティア休暇等の利用促

進を働きかけていきます。 

市民協働課 
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◆成果指標 

市民活動センターの新規登録団体数（累計） 

現状値 

【令和４年度（２０２２年度）】 

 目標値 

【令和１３年度（２０31年度）】 

２４団体  
184団体 

（令和６年度～１３年度までの累計） 

 

（１）市民活動の拠点施設と支援機能の充実 

■ 推進事業（アクションプラン） 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 担当課 

（３－１－１） 

ふれあい補償制度の運用 

地域活動や市民活動に対して、怪我

や賠償責任を補償する制度を運用

します。 

市民協働課 

（３－１－２） 

市民活動センターの相談・コー

ディネート機能の充実と利活用

促進 

市民や市民活動団体等の「やりた

い・やるべき」という想いを実現す

るため、市民活動センターの相談・コ

ーディネート機能の向上とスタッフ

のスキルアップを図ります。 

また、利用者の声を市民活動センタ

ーの運営に反映し、市民活動団体等

にとって利活用しやすい施設運営を

進めます。 

市民協働課 

（３－１－３） 

支援拠点施設同士の連携強化 

市民活動の支援拠点施設同士が、市

民活動に関する情報を共有し、それ

ぞれの活動に役立てるため連携し

ていきます。 

市民協働課 

（３－１－4） 

生涯学習ボランティアセンター・

青少年ボランティア活動支援セ

ンターの運営 

ボランティア活動を通じた生涯学習

の充実のため、生涯学習ボランティ

アセンター・青少年ボランティア活動

支援センターを通じて市民のボラン

ティア活動や団体活動を支援しま

す。 

生涯学習課 

（３－１－5） 

アンフォーレの運営 

情報発信、市民の学び・健康づくり

及び多様な交流と活動を促進する

拠点施設として、アンフォーレの利

活用促進のための運営を行います。 

アンフォーレ課 

基本方針３ 活動場所と団体に対する支援の充実 
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（Ｎｏ）取組名 取組内容 担当課 

（３－１－6） 

地区公民館の運営 

学習機会や交流の場であるととも

に、地域に軸足を置いた地域のまち

づくり・ひとづくりの拠点施設とし

て機能するよう、公民館講座を実施

して新規自主グループを育成するな

ど、地区公民館の運営を行います。 

生涯学習課 

■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 

（３－１－7） 

ボランティア保険の周知と加入

促進 

安心してボランティア活動に取り組めるよう、ボラン

ティア保険の周知と加入促進を行います。 

（３－１－8） 

福祉センターの運営 

地域福祉活動を行う拠点施設としての役割を発揮

させるため、福祉センターの管理運営を行います。 

（３－１－9） 

社会福祉協議会ボランティアセ

ンターにおける相談・コーディネ

ート機能の充実 

社会福祉協議会ボランティアセンターなどにおい

て、ボランティア活動に関する相談を受け付けます。

また、ボランティア活動をしたい人と、ボランティア

を必要とする人や団体、福祉施設とのコーディネー

トをします。ボランティアコーディネーターとしての

スキルアップを図ります。 

 

 

（２）地域課題解決につながる地域活動・市民活動の支援 

■ 推進事業（アクションプラン） 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 担当課 

（３－２－１） 

団体同士がつながる交流会の

開催 

地域団体や市民活動団体、事業者など

がそれぞれの活動を理解し、それぞれ

が顔見知りとなることで、新たな協働

を生み出すことを目的とした交流会を

開催します。 

市民協働課 

（３－２－２） 

町内会同士の課題や情報共有、

交流の促進（★） 

町内会長同士が意見や情報を交換す

る場を設け、各町内会で抱える課題や

運営・活動ノウハウの共有を図ります。 

市民協働課 

（３－２－３） 

市民企画講座の充実 

現代的な課題の解決に向けて、学びた

いことや取り組んでみたいことを市民

活動団体自らが企画・運営する市民企

画講座の充実を図ります。 

生涯学習課 
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■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 

（３－２－４） 

町内福祉委員会研修会の開催 

町内福祉委員会の活動を活性化し、委員の意識と知

識を向上させるために、町内福祉委員会全体研修会

などの研修会を開催します。 

（３－２－５） 

地域福祉活動を推進するため

の研修会の開催 

地区社協主催の地域福祉活動勉強会や防災・福祉

の研修会、ハートフルケアセミナーなど、地域生活に

密着した講習会を実施し、個別テーマごとの実践者

の育成を行うとともに、他地域の先進的な活動事例

などを紹介し、活動のヒントを得られるような研修

会を開催します。 

（３－２－６） 

生活支援ネットワーク会議の開

催 

市民・事業者・専門職等の様々な主体と協力しなが

ら、地域の高齢者をはじめとする住民が安心して暮

らしていける仕組みづくり進めるため、地区社協単

位で生活支援ネットワーク会議を開催します。 
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◆成果指標 

資金に関する課題が「特にない」と答えた団体の割合 

現状値 

【令和４年度（２０２２年度）】 

 目標値 

【令和１３年度（２０3１年度）】 

52.8％  62％ 

 

（１）補助金など活動資金面の支援 

■ 推進事業（アクションプラン） 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 担当課 

（４－１－１） 

市民活動補助制度の運用（★） 

「市民協働推進基金」を財源とする市民

活動補助制度を運用し、地域が抱える

諸課題を解決するための市民活動を支

援します。 

また、時代ニーズに合った制度として機

能するよう、適宜制度のバージョンアッ

プを研究・検討します。 

市民協働課 

（4－１－2） 

市民協働推進基金の運用 

市民協働によるまちづくりを財政面か

ら支援する「市民協働推進基金」を運用

するために、市民に向けた啓発を行いま

す。 

また、基金を有効活用します。 

市民協働課 

（４－１－３） 

町内会補助制度の運用 

地域団体等の活動の場である、町内公

民館の施設整備のための補助制度を運

用します。 

また、地域の連帯感の醸成や良好なコミ

ュニケーションの形成を図るための町内

会活動に対し補助制度を運用します。 

市民協働課 

（４－１－４） 

民間助成制度に関する情報提

供の実施 

民間で行われている助成制度の情報を

定期的に収集し、市民活動情報サイトや

ＳＮＳ、市民交流センター館内掲示など

の方法を使って積極的に配信するとと

もに、相談支援を行います。 

市民協働課 

 

 

基本方針４ 資金・組織体制の充実支援 
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■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 

（４－１－５） 

地域福祉活動に関する助成制

度の運用 

町内福祉委員会による地域福祉活動を支援するた

め、助成を行います。 

また、助成申請にあたっての相談や申請書類作成に

あたってのサポートを行います。 

（４－1－６） 

ボランティア活動支援のため

の助成実施 

ボランティア活動の活性化や活動者の資質向上及び

増員のための助成、ボランティア活動を行うために必

要な備品購入費用の助成を行います。 

 

 

（２）団体の組織基盤整備に関する支援 

■ 推進事業（アクションプラン） 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 担当課 

（４－２－１） 

スキルアップ講座の開催 

地域団体や市民活動団体のメンバーの

スキルアップや組織経営能力の向上を

目指し、時代やニーズに応じた、ICTス

キルの向上、ファシリテーションなどに

関する講座や、財務処理やＮＰＯ法人

設立の方法など団体の組織基盤を向

上させるための講座を開催します。 

市民協働課 

（４－２－２） 

市民活動団体運営支援 

団体が持続的に発展していくために、

相談・コーディネートなど伴走支援等に

より団体の支援をします。 

市民協働課 

（４－２－３） 

町内会運営支援 

町内会の円滑な運営や事務の効率化

を図るため、町内会長や役員として必

要な知識や情報、運営ノウハウ（ICT ス

キル）等を習得するための研修や情報

提供を行います。 

市民協働課 

■ 社会福祉協議会の関連事業 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 

（４－２－４） 

ボランティア養成講座の開催 

ボランティア団体を活性化し、継続的な活動のため

に、技術ボランティアや福祉学習の講師団体をサポ

ートするボランティアの養成講座、ボランティア活動

の機会づくりや意欲向上につながる講座を開催しま

す。 
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◆成果指標 

他の団体との協働経験あり 

現状値 

【令和４年度（２０２２年度）】 

 目標値 

【令和１３年度（２０31年度）】 

町内会 ６６．２％ 
 

町内会 8６％ 

市民活動団体 ５２．８％ 市民活動団体 5９％ 

 

（１）地域団体や市民活動団体と市との市民協働の推進 

■ 推進事業（アクションプラン） 

（Ｎｏ）取組名 取組内容 担当課 

（５－１－１） 

防犯研修会の開催と犯罪

抑止事業の実施 

町内会や防犯ボランティア団体との協働に

より、地域の防犯意識向上及び犯罪抑止の

ために研修会やパトロールを実施したり犯

罪防止プレートなどの設置を行います。 

市民安全課 

（５－１－２） 

減災まちづくり研究会の

協働運営 

ＮＰＯ法人等との協働により、地域の防災力

を向上させるために減災まちづくり研究会

及び運営委員会の企画・運営を行います。 

危機管理課 

（５－１－３） 

生活困窮者に対する就労

準備支援 

ＮＰＯ法人との協働により、生活困窮者が自

立した生活を送れるよう、就労意欲の喚起

や就労準備としての日常生活習慣の改善に

関する支援を行います。 

社会福祉課 

（５－１－４） 

障害者社会参加促進事業

の実施 

障害者団体との協働により、スポーツ、レク

リエーション、教養講座等を通じて障害のあ

る人の社会参加を促進する事業を実施しま

す。 

障害福祉課 

（５－１－５） 

高齢者の地域生活を支え

る活動に対する支援 

事業者等との協働により、高齢者が住み慣

れた地域で安心して暮らすことのできる地

域づくりをすすめるために、団体が行う活動

を支援します。 

高齢福祉課 

（５－１－６） 

発達障害のある児童など

に対する支援 

ＮＰＯ法人等との協働により、発達障害に悩

む児童やその保護者への適切な支援を実施

するために、講座を開催します。 

子ども発達 

支援課 

基本方針５ マルチパートナーシップの促進 
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（Ｎｏ）取組名 取組内容 担当課 

（５－１－７） 

健康に関する啓発活動の

実施 

市民活動団体との協働により、健康的な食

生活について幅広い世代に周知するため

に、健康に関する講座や啓発活動を実施し

ます。 

健康推進課 

（５－１－８） 

まちなか産直市の開催 

市民活動団体との協働により、市民に地域

農業への理解を深めてもらうため、メンバー

が生産した農産物の対面販売及び食育に関

する紙芝居の上演などを行います。 

農務課 

（５－１－９） 

若年無業者支援事業の実

施 

ＮＰＯ法人等との協働により、若者の社会的

自立を支援するため、悩みや不安を抱えた、

職業を持たない若者やその家族に対して、

各種相談などの機会を提供します。 

商工課 

（５－１－１０） 

さわやかなまちづくりを

啓発する活動に対する支

援 

市民のモラル向上及びマナー遵守を通し

て、さわやかなまちづくりを進めるために、

さわやかマナーまちづくり条例の啓発を行

う市民活動団体の活動を支援します。 

環境都市 

推進課 

（５－１－１１） 

環境美化ボランティア活

動に対する支援 

環境美化に対する市民意識高揚のために、

市民活動団体などが定期的に行う清掃など

の美化活動を支援します。 

ごみ資源 

循環課 

（５－１－１２） 

川と海のクリーン大作戦

の実施 

国、県、ボランティア団体などとの協働によ

り、矢作川の水辺の環境を維持し、ふるさと

の美しい川や海を受け継いでいくために、

清掃活動を行います。 

維持管理課 

（５－１－１３） 

自転車利用促進の取組 

事業者等との協働により、過度に自動車に

依存した状況から、他の交通機関への転換

を促すため、自転車の利用促進及びルール

やマナーを啓発するイベントを開催します。 

都市計画課 

（５－１－１４） 

公園の愛護活動に対する

支援 

公園環境美化及び公園愛護意識の高揚のた

めに、公園愛護会が定期的に行う除草や清

掃などの愛護活動を支援します。 
公園緑地課 

（５－１－１５） 

市民出前講座の開催 

市民活動団体との協働により、地域が抱え

る諸課題を解決するため、自ら学びを通じ

て培った専門性を生かして、他の市民向け

の講座を開催する市民出前講座を行いま

す。 

生涯学習課 

（５－１－１６） 

ジュニアの競技力向上に

つながる事業の展開 

市スポーツ協会等との協働により、次世代

を担うジュニアアスリートを支援するため

に、ジュニアの競技力向上につながる講習会

や大会などの事業を充実させます。 

スポーツ課 

（５－１－１７） 

史跡をめぐるウォーキング

の実施 

市民活動団体との協働により、市民が地域

への誇りや愛着を持つことができるよう、史

跡などをめぐるウォーキングイベントを企

画・運営します。 

文化振興課 
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（２）イノベーションとなる協働の場や機会づくり 

■ 推進事業（アクションプラン）  

（Ｎｏ）取組名 取組内容 担当課 

（５－２－１） 

公民連携事業など共創の

推進 

行政や地域が抱える課題解決と新たなイノ

ベーションを図るため、事業者等からの提案

や相談を一括して受け付けるワンストップ窓

口「公民連携フロント」を介したマッチング、

実証実験、連携協定など様々な手法を用い

て公民連携を推進します。 

健幸= 

ＳＤＧｓ課 

（５－２－２） 

あんじょう SDGs 共創パ

ートナー制度の運用 

持続可能なまちづくりと SDGs に取組む企

業・団体等の裾野を広げることを目的とした

「あんじょう SDGs 共創パートナー制度」を

より活性化させるため、メールマガジンの発

行、パートナー同士の交流会やパートナーと

の共同開催イベント等を実施します。 

健幸= 

ＳＤＧｓ課 

（５－２－３） 

高校生SDGｓインタビュー

事業の実施 

学生が地域への愛着を持ち、地元企業を知

り、地元に関わり続けることができる仕組み

を育てるため、あんじょう SDGs共創パート

ナー制度を通じて、高校生が企業取材を行

うなど、学生と社会（企業）との関わりを創

出する機会をつくります。 

健幸= 

ＳＤＧｓ課 

（５－２－４） 

マチナカプレイスメイキン

グ事業の実施 

市内の公共空間の活用ポテンシャルを図る

ため、まちのつかい方を蓄積し、仮説と結果

からまちの可能性を把握し、まちをつかう機

会、まちをつかう担い手を増やすことを目的

とした社会実験を進めます。 

都市計画課 

（５－２－５） 

若者等の参加、協働の場・

機会づくり「あんじょう協

働リビングラボ」の実施

（★） 

本計画策定に係るワークショップとして開催

した「あんじょう協働リビングラボ」。リビン

グラボとは、生活空間（Living）+実験室

（Lab）を組み合わせた造語で、多様な関係

者が集い、共に考え、試行し、学び合うこと

から、複雑な地域課題・行政課題の解決につ

ながるようなクリエイティブな方策や次世代

サービスを生み出す場として、継続して開催

します。 

市民協働課 

 

 


